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 船舶事故調査報告書 

 

                             令和３年１０月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年８月３０日 １３時２７分ごろ 

発生場所 山口県萩
はぎ

市大島南方沖 

 萩大島港赤穂瀬
あ こ う ぜ

南防波堤灯台から真方位１８５°６７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２９.０′ 東経１３１°２４.８′） 

事故の概要  漁船協
きょう

漁
りょう

丸は、北東進中、また、プレジャーボートSURGEON1
サ ー ジ ョ ン  

は、

漂泊中、両船が衝突した。 

 協漁丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、SURGEON1 は、

右舷船尾部外板に破口及び亀裂を生じた。 

事故調査の経過  令和２年９月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 協漁丸、６.６トン 

ＹＧ２－７９８０（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.１５ｍ（Lr）×３.２５ｍ×０.９６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２１.０kＷ、平成１２年１２月２日 

   第２９１－４０４０１号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート SURGEON1、２.６トン 

   ２９１－４０８９６山口、個人所有 

６.４９ｍ（Lr）×２.５２ｍ×１.２７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６６.２０kＷ、平成１４年９月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成６年５月１９日 

    免許証交付日 平成３１年４月１日 

           （令和６年５月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２年１０月２日 

    免許証交付日 平成２７年７月１７日 

           （令和２年１１月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に破口及び亀裂（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、令和２年８月３０日１３時１０

分ごろ萩市萩港を出港し、同市大島漁港に向けて航行を開始した。 

 Ａ船は、船長Ａが操舵室内の椅子に腰を掛け、約１５ノット（kn）

の速力（対地速力、以下同じ。）で、レーダーを０.５海里レンジに

設定し、手動操舵により萩市羽
は

島
じま

東方沖を北東進した。 

 Ａ船は、船首浮上により船首方に死角が生じていたが、船長Ａは長

年航行し熟知していた海域だったので安心し、同じ針路速力で航行を

続け、大島漁港に近付いた際、レーダーを停止した。 

 船長Ａは、１３時２７分ごろ船体に衝撃を感じ、Ｂ船と衝突したこ

とを知り、Ｂ船の損傷状況と負傷者の有無を確認して海上保安庁に本

事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、‘知人である同乗者３人’（以

下「同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２、同乗者Ｂ３」という。）を乗せ、釣りの

目的で、１０時００分ごろ萩市のマリーナを出航し、１０時３０分ご

ろ大島南方沖に到着して、船外機を停止し、船首を南方に向けた状態

で漂泊した。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２、同乗者Ｂ３は、分かれて腰掛

け、釣りを開始した。（図 1参照） 

 

 

 

 

 

 

 

       図１ 漂泊中のＢ船の状況 

 

 船長Ｂは、時折、目視で左舷方の見張りを行いながら釣りを続けて

いたところ接近する他船を認めなかったが、１３時２６分ごろ、同乗

者Ｂ１が、右舷前方約８０ｍのところに接近するＡ船を認め、大声で

呼びかけ手を振ってＡ船に注意を喚起した。 

船長Ｂは、衝突の危険を感じてキャビンに行き船外機を始動しよう

としたものの間に合わず、同乗者Ｂ１及びＢ３と左舷側に移動して衝撃

に備えていたところ、Ｂ船の左舷船尾部とＡ船の船首部とが衝突し

た。 

 Ｂ船は、右舷船尾部外板に破口を生じて転覆し、船長Ｂ、同乗者Ｂ

同乗者Ｂ１ 

船長Ｂ 

同乗者Ｂ２ 

同乗者Ｂ３ 
Ａ船の進行方向 

キャビン 
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１及びＢ３は、海中に飛び込んだ同乗者Ｂ２を救助し、船長Ｂは、海上

保安庁に本事故の発生を通報した。 

 Ａ船は、船長Ｂ及び同乗者Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３を救助し、その後転覆し

たＢ船をえい
・ ・

航して、Ｂ船の出航場所であるマリーナに入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船船首方

の見通し状況、写真３ Ｂ船 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、速力約１５kn で航行した際、船首が浮上し、操舵室内の

椅子に腰を掛けた状態で、船首方の左右に約５°の死角を生じてい

た。 

船長Ａは、航行海域を熟知していたので、大島漁港に近づくと、夜

間を除き普段からレーダーを停止していた。 

船長Ａは、衝突防止のため、船首を振ったりして死角を補う見張り

を行い、また、最後までレーダーによる見張りを行っていればよかっ

たと本事故後に思った。 

Ｂ船には、汽笛等の有効な音響信号設備がなかった。 

船長Ｂは、月約１回から５回の頻度で、知人等と事故発生場所付近

で釣りを行っていた。 

 船長Ｂは、漂泊中であっても、周囲の見張りを徹底しておけばよか

ったと本事故後に思った。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、大島南方沖を北東進中、船長Ａが、船首浮上により船首方

に死角が生じている状況下、長年航行し熟知していた海域だったので

安心し、レーダーを停止して同じ針路及び速力で航行を続けたことか

ら、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、大島南方沖で漂泊中、船長Ｂが、釣りに集中していたこと

から、右舷船首方から接近するＡ船に気付くのが遅れ、キャビンに行

き船外機を始動しようとしたものの、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、大島南方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が漂泊中、

船長Ａが、船首浮上により船首方に死角が生じている状況下、長年航

行し熟知していた海域だったので安心し、レーダーを停止して同じ針

路及び速力で航行を続け、また、船長Ｂが、釣りに集中していたた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・船長は、熟知している海域であっても安心せず、航行中に船首方

に死角が生じる場合は、船首を左右に振ったり、レーダーを活用

したりして死角を補う見張りを行うこと。 

 ・船長は、漂泊中でも航行中の船舶が自船に気付かず接近する可能

性があるので、釣りに集中し過ぎることなく、常時、周囲の見張

りを適切に行うこと。 

 ・船長は、汽笛や携帯式エアホーン等を準備しておき、接近する他

船を認めた場合は音響信号等で注意を喚起すること。 

 ・漂泊時、接近する船舶を視認したときは、余裕のある時機に機関

を使用して移動すること。 

 ・船舶所有者は、船首方の視界を確保するため、船首部の構造物等

をできる限り撤去、移設等することが望ましい。また、新たに船

舶を建造する場合には、その設計、建造等に際し、できる限り船

首方の視界を確保することに留意すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県 

福岡県 
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 １３時２７分ごろ発生） 

 
Ｂ船 

（漂泊中） 

大島 

萩港 

萩大島港赤穂瀬南防波堤灯台 

山口県 

萩市 

Ａ船 

（航行中） 

大島漁港 

マリーナ 

羽島 



- 6 - 

写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船船首方の見通し状況 
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写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


